
 

 

 

虐待防止の心得 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 ル・プリ 
平成 26年 1月 27日 作成 

令和 6年 4月 15日更新 

 



- 2 - 

 

目次 

◇はじめに                               3 

◇虐待とは                               3 

◇虐待の種類                              4 

◇施設・事業所における虐待防止の責務                  5 

◇障害者や家族が置かれている立場の理解                 5 

◇虐待発生のメカニズム                         5 

 1、小さな不適切な支援（行為）の積み重ね                6 

 2、支援者の知識不足や支援技術の不足                  6 

 3、「職員の優位性」の問題                       6 

  用語説明① 「優位性」                       6 

  コラム① ～関係の優位性について～                 7 

 4、学習性無力感 （Learned helplessness）               9 

  用語説明② 「学習性無力感 learned helplessness」         10 

◇虐待の未然の防止について                       10 

1、支援の知識や技術の向上                       11 

  コラム② ～いわゆる「問題行動」とは～                              11 

2、職員の基本的な心構え                        12 

 3、リスクマネジメント                         13 

◇身体拘束について                                                      13 

 1、身体拘束とは                                                           13 

 2、やむを得ず身体拘束を行う場合の 3要件                             14 

 3、身体拘束の恒常化                          14 

◇支援のアドバイス                           15 

 1、アセスメント                            15 

 2、真のニーズに基づいた支援                      15 

 3、わかりやすい環境の支援                       16 

◇コラム③ ～この『心得』をどう使うのか？～              17 

◇終わりに                                                              18 

 

資料編 

○倫理網領                                                            19 

○行動指針                                                            20 

○虐待防止チェックリスト 職員用（入所施設）                          21 

○虐待防止チェックリスト 職員用（通所施設）                          22 

○虐待防止チェックリスト 施設用                                      23 

○「児童虐待の防止等に関する法律」                                  巻末 

○「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」     巻末 

○「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」    巻末 

 



- 3 - 

 

◇はじめに 

「児童虐待の防止等に関する法律」が平成 12年 11月 1日に施行され、「高齢者虐待の防止、高

齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成 18年 4月 1日に施行されています。 

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「障害者虐待防止法」

といいます。）が、平成 24年 10月 1日に施行されました。 

 これらの法律が施行されて、いわゆる社会的弱者と呼ばれる立場の人たちへの虐待の禁止は、

社会の共通認識になっていると考えられます。 

 社会福祉法人ル・プリでは、上記「障害者虐待防止法」の法律が施行された際、虐待防止マニ

ュアルの作成が必要とされたため、障碍者の分野での『虐待防止の心得』を作り、一人ひとりの

職員の心構え形成に必須の参照文章として提供してきました。 

 先に、「虐待の禁止は、社会の共通認識となっている」と述べましたが、残念ながら、どの社会

福祉の分野でも虐待という形での不適切なかかわりは後を絶ちません。 

 特に２０１６年、相模原の津久井やまゆりで起こった事件については、歴史に刻まれるほど鮮

烈な虐待事件として記憶に新しいと思います。 

 本来、ル・プリに集うすべての人の健全な状態や関係、また幸福（ウェル・ビーイング）を目指

し、その人の人格の尊厳を尊重し、人権に配慮して、厚いヒューマン・ニーズを満たすかかわり

を続けられれば、虐待事案は発生しないはずですが、ル・プリにおいても事案は発生しています。 

 ここでもう一度、包括的に「虐待防止」考え、虐待や不適切な行為とはどのようなものか、ど

うすれば虐待を防げるのか、皆で一緒に考えていきたいと思います。 

社会福祉法人ル・プリでは、児童分野、高齢分野ならびに障碍者分野での事業をおこなってい

ます。それぞれの施設を利用するこどもや高齢者、障碍者を、施設を利用する「利用者」として

以下記述していきます。 

 

◇虐待とは 

 例えば障害者虐待防止法では、障害者とは障害者基本法第 2 条第 1 号に規定する障害者と定義

されています。同号では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他

心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活

に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれ

る点に留意が必要です。また、ここでいう障害者には１８歳未満の者も含まれます。 

 障害者虐待防止法では、「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者等」による虐待を特に「障

害者虐待」と定めています（第 2条第 2項）。 

 「養護者」とは、障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害者の家族、

親族、同居人等のことです。 

 「使用者」とは、障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関

する事項について事業主のために行為をする者のことです。 

 「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障

害福祉サービス事業等」（以下、合わせて「施設・事業所」といいます）に係る業務に従事する者

のことです。具体的には、次の施設・事業が該当します。 

○障害者福祉施設 

 障害者支援施設、のぞみの園 
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○障害福祉サービス事業等 

 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等

包括支援、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助、一般相

談支援事業及び特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターを経営する事業、福

祉ホームを経営する事業、障害児通所支援事業、障害児相談支援事業 

 

◇虐待の種類 

➀身体的虐待：利用者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当               

な理由なく利用者の身体を拘束すること。 

②性的虐待：利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。 

③心理的虐待：利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他

の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。（特にこどもに対しての心

理的虐待については、トラウマになり、発達に大きな影響を及ぼすとともに、大

人になっても大きな傷を抱えることになります） 

④放棄・放置：利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①～

③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義

務を著しく怠ること。 

⑤経済的虐待：利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得る

こと。 

区 分 内容と具体例 

身体的虐待 

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、

過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。 

【具体的な例】 

平手打ちする、殴る、蹴る、壁に叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を

口に入れる、やけどや打撲させる、身体拘束（柱や椅子やベッドに縛り付ける、

医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着

せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる）など 

性的虐待 

性的な行為やその強要（表面上は同意しているように見えても、本心からの同意

かどうかを見極める必要がある） 

【具体的な例】 

性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする、キスする、本人の前でわい

せつな言葉を発する・又は会話する、わいせつな映像を見せる 

心理的虐待 

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与え

ること。 

【具体的な例】 

「バカ」「あほ」など利用者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口

を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、人格をおとしめるような扱いをする、 

話しかけているのに意図的に無視する。 

放棄・放置 

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや

医療や教育を受けさせない、などによって利用者の生活環境や身体・精神的状態

を悪化、又は不当に保持しないこと。 

【具体的な例】 

食事や水分を十分に与えない、食事の著しい偏りで栄養状態が悪化した、あまり

入浴させない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない。・髪や爪が伸び放

題、室内の掃除をしない、ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中

で生活させる、病気やけがをしても受診させない、学校に行かせない、必要な福

祉サービスを受けさせない、制限する、同居人による身体的虐待や性的虐待・心
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理的虐待を放置する 

経済的虐待 

本人の同意なしに（あるいはだますなどして）財産や年金、賃金を使ったり勝手

に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 

【具体的な例】 

年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、・日常

生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の同意なしに年金等を管理して

渡さない 

※「障害者虐待防止マニュアル」（NPO 法人 PandA-J）を参考に作成 

 

◇施設・事業所における虐待防止の責務 

 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、職員の研修の実施、利用者

やその家族からの苦情解決のための体制整備、その他の障害者虐待の防止のための措置を講じな

くてはなりません（第 15条）。 

また、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる利用者を発見した者は、

速やかに、市町村に通報する義務があります（第 16 条）。これは、発見者が同じ施設・事業所の

職員であっても同様です。 

 施設・事業所の管理者などが、施設・事業所内の障害者虐待について職員から相談を受けたり、

養護者や使用者による障害者虐待に気づいて相談を受ける場合などが考えられます。その場合も、

利用者が虐待を受けたと思われるときは、市町村に通報する義務があります。こうした規定は、

施設・事業所における障害者虐待の事案を施設・事業所の中で抱えてしまうことなく、早期発見・

早期対応を図るために設けられたものです。 

 

◇障害者や家族が置かれている立場の理解  

 障害者虐待の防止を考える上で、施設・事業所の職員は、利用者やその家族が置かれている立

場を理解する必要があります。入所施設で生活した経験のある利用者の中には、「いつも、職員の

顔色を見て生活していた。例えば、食事や排せつに介助が必要な場合、それを頼んだ時に職員が

気持ちよくやってくれるのか、不機嫌にしかやってもらえないのか、いつも職員の感情を推し量

りながら頼んでいた。」と言う人もいます。 

 また、知的障害などで言葉によるコミュニケーションが難しい人は、多くの場合職員から行わ

れた行為を説明することができないため、仮に虐待を受けた場合でも、そのことを第三者に説明

したり、訴えたりすることができません。 

 サービスを利用している利用者の家族も、「お世話をお願いしている」という意識から、施設・

事業所に不信を感じた場合でも、「これを言ったら、疑り深い家族と思われないだろうか。それぐ

らいなら我慢しよう。」と、施設・事業所の職員に対して、思っていることを自由に言えない立場

に置かれていることがあります。 

 施設・事業所の管理者や職員は、利用者や家族に、このような意識が働いていることを常に自

覚し、虐待の防止に取り組む必要があります。 

 

◇虐待発生のメカニズム  

最初から虐待をしようと思って施設・事業所等で働きはじめる職員はいません。しかし、多く

の虐待が起きているのは何故でしょうか。  
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発生した重大な虐待事案は、いずれも小さな不適切な支援（行為）から始まっていました。厚

生労働省は、虐待防止通知の中で虐待が生じる要因について「複雑・多様であるが、虐待の多く

は密室的な環境下で行われること、障害者の権利を侵害する小さな出来事から心身に傷を負わせ

る行為にまで次第にエスカレートしていくこと、職員に行動障害などに対する専門的な知識や技

術が不十分な場合に起こりやすいこと等、障害者虐待に共通な構図が存在する。」としています。  

虐待発生のメカニズムは数多くあるといわれていますが、ここではその中で 4 つ取り上げます。  

 

1、小さな不適切な支援（行為）の積み重ね  

大きな虐待は、職員の小さな不適切な支援（行為）から始まります。「これくらいなら許され

る」の積み重ねによって、支援の質の低下を招き、負の支援が増加していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

2、支援者の知識不足や支援技術の不足 

 不適切な支援（行為）が起きる要因として、支援者の知識不足や支援技術の不足があります。 

 

3、「職員の優位性」の問題 

 不適切な支援（行為）が起きやすい背景として、「職員の優位性」があげられます。 

 

用語説明① 「優位性」 

 

 一般に、虐待、ドメスティックバイオレンス(ＤＶ)、パワーハラスメントやいじめ等は、一

方が優位性を誇示したり保持したりしようと、その「力」を濫用することで発生するとされて

います。 

 社会福祉の現場には、利用者と職員の立場性が根深く存在します。利用者は日常生活にお

いて支援を必要とし、職員は利用者に対して「支援する側」という優位な立場にあります。利

用者と職員との関係では、いかに法令で対等性が強調されても、事実上はなかなか対等には

なれません。また、職員の日常的な業務遂行には他者の目が入りづらく、いつのまにか職員は

「批判者の存在しない特別の存在」になってしまう危険があります。ですので、職員の人権意

識が低下すれば、容易に虐待が発生してしまいます。 

 

 

 

 

＜大きな虐待につながる負のスパイラル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

小さな不適切な支援(行為) 

【利用者】 

「これくらいは我慢」の

「これくらい」の増幅 

※(学習性無力感の項参照) 

【職員】 

「これくらいなら良いか？」

の「これくらい」の増幅 

大きな虐待 
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コラム① ～関係の優位性について～              理事長 宮内眞治 

 

 この『心得』で、障碍のある人たちにかかわる・福祉施設の虐待の発生メカニズム(理由)

の一つに、「職員の利用者に対する関係の優位性」が上げられたことは、どの支援分野にお

いても極めて重要です。そのことをこのコラムでは説明したいと思います。 

 

［１］私たちは、フランス革命[1789 年]の時、「人権宣言」が出てから、200 年以上経った

世界にいます。この間、西欧から来た「人はみな平等な権利を持つ」という思想は、徐々に

世界に浸透し、二つの世界大戦の後、1948 年の「国連人権憲章」に見られるように、国家、

民族、宗教、男女等を超えて、人が人として生きる基本要素は、普遍的なものとして、みん

な平等に持っているし、持つべきであるということが認められてきたと言えます。もちろん

障碍[disability,disfunction,disorder,handicap,difficulty…一義的に決まった欧米語

はないことに注意]も、それによって、人権の享受の大小や難易に結びついてはならないこ

とが、次第に認知され、今日に至っています。(そもそも今回の「障害者虐待防止法」もその

流れを表す顕著な例です。) 

しかし、「人はみな平等な権利を持つ」と、「ひとはみな無差別平等である」との間には、

微妙な、だがはっきりした差異が残っていて(「人はみな平等な権利を持つ」は言葉の上だ

けでも、内容をあれこれ考えることなく、形式的に言える)、人間が、何ら口ごもることな

く、「ひとはみな無差別平等である」と言い切るにはまだまだ遠い道のりがあるように思わ

れます。だって、目の前のこの人、この人たちを見てみろよ、平等だなんて言えるか、とい

う認識は、その先、だからその人を支援しなくてはならない、の方向にいくにせよ、例えば

悲惨なテロや凶悪な犯罪の時のように、あんなやつらと同類にされてたまるか、といった方

向へのやみがたい傾向にいくにせよ、私たちの認識を制限しています。(まぁ、そもそも「ひ

とはみな無差別平等である」が、正しい定理なのかということも疑うこともできますが、私

たちは、いかに素朴でも、このいのちと、このいのち、違うわけがないという立場に立って

いて、そのことは、その否定の立場に立つより、善いことだと考えているのではないでしょ

うか。ただし、このことは、この人生と、この人生、あまりに違いすぎるじゃないかという、

さらにもう一つの認識とは、関係はあるが別の話、になります。) 

 

 ［２－１］ところで、私たち施設の職員と、障碍のある人(利用者)を、とりあえずその属

性を捨て抽象的に並べるなら、みんな同じ人間じゃないかということは、今日ではまったく

正統な考え方と感じ方であり、私たちはその真ん中で動いていることになるでしょう。しか

し、いったん、生活の場面、仕事の場面、余暇外出の場面…等を取ってみるとどうでしょう。

例えば、ことばの理解と意思の表現の面、ものごとのてはずの設定と実行の面、身体の目的

的・意志的な動きの面…等々で、「わたし」と「この人」(「この子」)との間には、差が生じ

ています。そして、この差は、この社会に通常生きる者の観点では、前者の方が優位に立つ

性質のものであり、かつ、その差は、ある水準を越えて有意であるからこそ、そこに「支援」

が求められてきたのだと言えます。 

 この社会的日常生活的な実践的力能の一応の差は、なんら関係上の優位さを意味するわけ

ではないし、このことを自覚する人たちも多いと思われますが、反面、この力能の差を、関

係上の優位性に転化してしまう傾向もまた、油断していると、大いなる錯覚としてやってき

ます。だって、何といっても、目の前のこの人(この子)は、うまく服を脱げず、わたしが手

伝ってあげるしかないし、うまく食べ物をスプーンですくえず、わたしがそれに対して配慮

してあげるしかないのだから、わたしは何らか上位にいる、ような気がするのです。本当は、

その人(その子)は堂々と手伝ってもらっていい、で終わりのはずなのに、わたしの方が、そ

の人(その子)の判断や選択や行動を、決定する、さらにある場合、支配する立場に移ってし

まうという事態が生じることがありえるのです(ありえるだけでなく、実際そういうことが

生じている)。 

 これが職員の、利用者に対する「優位性」の発生です。ここのところの危険を、はっきり

明確に意識しておかないと、そしてまた、先には「形式的」といった「人権」の問題をここ

ではよく自覚してふんばらないと、私たちの足下でも、優位性のラインにのって、職員が自

分の言うことを、相手(利用者)にそのままやってもらおうという・力任せの強いかかわりや、
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相手の拒絶に対してさらにそれを上回ろうとする・とてつもない否認の言葉や行為が出現し

ます。本当はその時でさえ、意思疎通の様々な工夫がありうるはずなのに、一方的なかかわ

りの線だけがそこに貫徹されています。これはもう「虐待」だというレベルが、そこに生じ

ています。 

 

 ［２－２］もう一つ、さらに深刻なのが、優位性の「誇示」という優位性の第二段階です。

たぶん、ひとには、他者(この他者は具体的な他者であることが多いが、象徴的・幻想的な

他者もありうる)と、自分を比較し、それを優劣の系列で考えてしまう・少なくとも現在の

私たちにはやみがたい傾向があります。すると、ある人(職員)は、先の利用者に対する関係

の優位性(「自分は力をもっている」という感じをもとに構成されている関係)をさらに、他

の職員や他の利用者に対して、誇示したい＝見せつけたいという思いを抱くことがありま

す。ここでは、前の優位性の関係(これも錯覚なのだが)が、さらに危険なゾーンで、虐待へ

の傾きを持ちます。この職員にとって、ことがうまく行くときは、自分の優位性の感情が満

足されるかもしれませんが、ことがうまくいかないときは、逆に、一気に、逆上するかのよ

うに利用者を支配し、その意思をねじまげようとすることになるかもしれないからです。お

そろしいことに、この時そこには、エスカレートした「虐待」が出現してしまうでしょう。 

 この傾向があまりに露わな人は、はっきりいってこの仕事にはむかないと言っていいので

すが、どこかでこの流れに入りそうな場合は、そこからしっかりと抜けださなくてはなりま

せん。 

 これは個人の考えや感じだけでは見えない部分も多いので、支援会議や、ケース会議等、

オープンで第三者のいるところで、具体的なかかわりをめぐって、自らに明らかになってい

くのが最もよい方法だと考えられます。また、自らの利用者へのかかわりの仕方について、

何らかのアドバイス、スーパーバイズをしてくれる人の意見を聞くことも重要です。そうし

た個々のかかわりへの何らかのスーパーバイズシステムを、支援会議、ケースカンファレン

スなどの運営に明確に位置づけられるよう、みんなで努力しましょう。 

 

 ［３］終わりに、優位性の問題がさらに別のことにつながるいくつかのポイントを提示さ

せてください。 

①私たちがこの現場で様々なかかわりをする中で、「スタッフが支援しているのではない。

利用者に励まされ支援されているのだ、と気づかされました。」というのは、かつて『くる

み会・カラーパンフ』の中にある貴重なフレーズでした。だが、単独にぽんと示されたこの

フレーズは、より立体的な認識につなげて展開されることなく、ぽつんと輝いているままで

でした。こうした体験が、ル・プリ全体の、現に生きて働くアクティブな指針＝心得につな

がるには、もう何段かの、理論化と普遍化が必要だと思われます。 

 ②今までずっと、「関係の優位性」の問題を取りあげてきましたが、これを、優位性も含

めて、人間同士の関係の非対称性の問題にまで広げたらどうなるのか。そこでは、「一応の

能力の差」が関係の優位性に転化されるようなタイプの人間同士の関係だけでなく、子育て

での親と子の関係や、教育での教師と生徒の関係、また、ひととひととの治療的関係のよう

な場で現れる、より本質的で本格的な非対称的関係が、次々に現れてきます。おおむねそこ

では、人間の相互変容可能性を軸にして、正当な非対称関係が、ある有効な結果が生じるま

で続くことが見られます(相互に協働しながらの関係も含む)。そこからはもう一度、「虐待」

につながる関係からの降り方の問題が出てくるでしょう。その後さらに、人間存在同士の無

差別平等性はどんなところで、どんなふうに姿を現すのか、また、私たちの仕事がこれをど

うくぐれるのか、といった問題がありますが。これを理論的に考察するには、残念ながら別

稿が必要となります。 

 《参考》今私は、「より本質的で本格的な非対称関係」という言い方で、人間と人間の非対称

関係への注意を喚起しましたが、「非対称」ではなく、さまざまなものの流動性や同質性の方に

開かれる「対称性思考」の重要性を、宗教学者の中沢新一氏(1950- )が『対称性人類学』(2004)
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などで提案しています。「圧倒的な非対称」に満ちたこの世界を超えられえる、もっと根源的な

思考や視野を手に入れる能力を、人間は持っていると、私たちを励ますのです。私も「非対称の

世界」の先を考えることはありますが、それが止揚されるとすれば、関係の非対称を果てまで歩

いた先に、かろうじて浮かび上がる景色だと考えています。対称/非対称をめぐるテーマはまだ

続くと思います。 

 

4、学習性無力感 （Learned helplessness） 

虐待している側は自覚せずに「しつけ」「指導」「療育」の名の下に不適切な行為を続けている

ことがあります。また、虐待を受けている障害者も自分のされている行為を虐待と認識できない

場合や無力感から諦めてしまっていることがあります。学習性無力感とは、長期にわたってその

ような回避の困難な環境に置かれた人は、その状況から逃れようとする努力すら行わなくなると

いう見解です。長期に渡り暴力を振るわれたり、自分の尊厳や価値がふみにじられるような場面

に置かれた場合、その圧倒的に不愉快な状況から、積極的に抜け出そうとする努力をあきらめて

しまいます。理不尽な経験を繰り返すうちに、「助けてもらえない」「打開できない」という無力

感を“学習”してしまいます。 

また、学習性無力感は利用者側だけに起こるものではありません。支援者側も学習性無力感に

陥る事があります。一生懸命支援をしているのに行動が改善しない、結果が出ない。そういう状

況が続くと、何をしても変わらないと諦めてしまい、ただ漠然と何も疑問を持たず仕事をするよ

うになってしまいます。 

社会学者の A・Ｒホックシールドは、著書の中で、人を相手にする仕事を「感情労働」と命名

しています。この仕事に従事する人間は、仕事への思い入れが強く、更に、仕事の性質上手が抜

けない状況が長期間続き、場合によっては感謝されることもなく、迷惑がられたり、相手から不

快な感情を投げかれられたりすることもあります。そのため、支援者はときどきやり場のない「怒

り」の感情を抱いたり、支援がうまくいかないことで「自責の念」にかられ、いたずらに自分を

責め、自己嫌悪の感情や失敗したことに対する「罪の意識」や「不安」を強く抱くこともありま

す。このような感情の蓄積により、情緒的消耗感、個人的達成感の低下を招き、仕事に対しての

意欲、やりがい、喜びを喪失し、自己の有能感の低下や無力感を生じさせることになります。こ

うした中で、感情的苛立ちがあるところでは、突発的な虐待（暴力等）が生じる危険が高まりま

す。 

支援者は、支援の中で介助する側、される側という立場の理解も重要となります。介助される

側から言えば、拒否できない介助であればあるほど、身辺自立の依存関係（スケジュールの管理、

指示、個人的自由の抑制、機械的対応、気兼ね、あきらめ）が高まり、この関係性が、精神的依存

関係へと発展（個人の尊厳への絶望、情報不足、指示待ち現象、自己判断の欠落）していくこと

が指摘されています。 

このような双方の無力感で、虐待が長期化したり深刻化したりする危険性があることを自覚し、

次の「未然の防止」にもあるように、支援の内容や方法の検証を支援会議等で行うことにつなげ

ていく必要があります。 
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用語説明② 「学習性無力感 learned helplessness」 

 

 米国の心理学者であるセリグマンが、1967 年に提唱した心理学理論。長期間、回避不能な

嫌悪刺激にさらされ続けると、その刺激から逃れようとする自発的な行動が起こらなくなる

こと。学習性絶望感・学習性無気力ともいう。 

 セリグマンとマイヤーは、犬を用いた実験を行い、無力感が学習されるものであることを

発見した。セリグマンらが行った実験の概要は次のようなものである。電気ショックの流れ

る部屋の中に犬を入れ、一方の犬はボタンを押すと電気ショックが止められる装置のついた

場所、他方の犬は何をやっても電気ショックを止めることのできない場所に入れる。前者の

犬は、ボタンを押すと電気ショックを回避できることを学習し、自発的にボタンを押すよう

になったが、後者の犬は何をやっても回避できないため、ついには何も行動しなくなり、甘ん

じて電気ショックを受け続けるようになった。 

 その後、電気ショックを回避できる部屋に犬を移動させて実験を続けたところ、前者の犬

は回避行動を自発的に行ったのに対し、後者の犬は行動しようとはしなかった。これら一連

の実験結果からセリグマンは、無気力状態とは学習されるものであることを発見し、この現

象を“学習性無力感”と呼んだ。 

 その後セリグマンは、この理論を人間の行動に当てはめて解説をし、現在では抑うつとの

関連を検討する研究も盛んに行われている。“学習性無力感”を抱いた状態とはつまり、「自分

が何をしても、状況は変わらない」という思いを抱く状態のことといえる。こういった思いを

抱いている人や、抱かざるを得ない状況は、身近に存在するものである。 

 

 “学習性無力感”の結果引き起こされる問題として、以下の点が指摘されている。 

１．環境に対する積極的・自発的な働きかけが起こらなくなる 

２．成功体験を学習することが困難になる 

３．無力感や苛立ちなどの情緒的混乱が起こる 

 

 セリグマンの犬の実験では、嫌悪刺激として電気ショックが採用されたが、人間の場合に

は様々な刺激が嫌悪刺激となり得る。身体への嫌悪刺激のみならず、精神的な嫌悪刺激が無

気力状態を引き起こすことも、容易に想像できる。あからさまな嫌悪刺激（ネガティブな言葉

や態度）だけではなく、周囲からの反応がないことなども嫌悪刺激となる。この状態に陥って

いる状況下では、「今度は成功するかもしれない」という期待を持ったり、意欲がわいたりす

る可能性は低くなると考えられている。 

 

参考文献  

クリストファー・ピーターソン、スティーブン・F・マイヤー『学習性無力感 パーソナル・

コントロールの時代をひらく理論』二瓶社 2000 年 

M.E.P.セリグマン『うつ病の行動学―学習性絶望感とは何か』1985 年  

 

◇虐待の未然の防止について 

 社会福祉の現場で、自力解決が困難な状況にある人を援助する仕事につく者は、援助を必要と

する人たちの私生活に深く関わる役割を果たす事になります。また、その人の一生の暮らしを左

右しかねない力を職員が握っていたりします。このような権限は、当事者の健康や安全、日々の

充実した暮らしをサポートする人として、社会的な付託を受けているから可能なのであって、こ

の付託に応える責任が支援者には厳しく求められます。職員は、日々の活動の中で自分が大きな

権限を持っている事を忘れてはいけません。 

 これらの権限は、それを行使する者が厳しい倫理性を、制度的にも個々の支援職員の基本的な

素養としても身につけている事を前提として、その行使が可能なのです。 
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1、 支援の知識や技術の向上 

 利用者の障害特性や状態を適切に把握できていない場合、適切かつ有効な支援方法が見出せな

いため、職員が安易に力や物理的隔離（身体拘束等）で解決しようとします。そうした不適切な

支援の積み重ねが、結果的に大きな虐待につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

職員が場当たり的な思いつきで利用者と接したり、自分の価値観や安易なヒューマニズムを押

しつけたりしていないでしょうか。現状の利用する人たちの数に対して資源の数が少ないという

事を言い訳にして、不十分な事しかしていないのに許されるばかりか感謝される事に甘えていな

いでしょうか。自分たちが支援する事の専門性を高める努力をせず、成果を上げる事が出来なか

った事を、彼らの障害のせいにしていないでしょうか。このような状況は結果として障害のある

人たちを不幸にしてしまいます。また、忙しさを理由にしてプロフェッショナルとしての努力を

していないのであれば、専門性を必要としない職場だと見られてしまいます。 

 彼らの人生の豊かさを左右するのは、私たち職員の質なのです。 

 

コラム② ～いわゆる「問題行動」とは～ 

 

 「問題行動」と言われる行動の原因は、利用者自身の障害によるものだけでなく、支援者も

含めた環境側の問題にもあるという基本的な視点をもつ必要があります。「問題行動」は「障

害特性と環境要因との相互作用の結果である」と言えます。 

 例えば、自閉性障害の特性は、沢山の情報を整理・処理することや、相手からのメッセージ

を理解し、気持ちを伝えること、時間・空間を整理統合すること、変更への対応、見通しをも

つことなどに困難さを抱えています。また、感覚過敏などの特異性、全体よりも細部に注目す

る特性、刺激に対する衝動性などがあります。 

 

 例えば、ザワザワした場面が苦手な利用者がいたとします。施設で日中活動に出かけるとき

には、玄関で靴に履き替えなければなりませんが、同時に多くの利用者が玄関に集まって来る

と、ザワザワして本人にとっては大変不快な環境となります。しかし、本人はコミュニケーシ

ョンの困難性から、職員に不快感を訴えることができません。どのように解決すれば良いかの

＜不適切な支援が大きな虐待に＞問題の検証がポイントです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他害行為や破壊行為などが発生したとき、支援者としては止めなければいけない。 

利用者を守るためにはやむを得ず、馬乗りになったり、鍵のかかるところへ閉じ込めた

りする。反省させるために、長時間正座をさせる。  

 

悩みながら 

利用者支援の検証 

同じ場面で同じ対応 より良い支援の提供 

利用者の障害特性や状況、支援方法の検証の中では、例えば、鍵のかかる場所へのタイム

アウトをする、ということになるかもしれません。しかし、検証がされない中で、当たり

前の対応として行い続けてしまうと、結果、大きな虐待につながる可能性が生じてきます。 
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方法もわかりません。そして、イライラが高まってどうしようもなくなり、横にいる利用者に

咬みついてしまいました。職員は、やめさせるために本人を羽交い締めにして引き離し、さら

にパニックを起こして暴れてしまい、居室に鍵をかけて閉じ込める対応を取りました。 

 この事例に基づいて「問題行動」の原因を考えると、本人の「ザワザワした騒がしい場面が

苦手」という感覚過敏などの特異性、不快感を伝えることができないコミュニケーションの困

難性、どのように解決すれば良いのかがわからない理解力、判断力の困難性、刺激に対する衝

動性などが考えられます。 

 この事例の原因は、職員が本人の障害特性を理解していないために、わざわざ本人が不快を

感じる騒がしい場面に誘導した結果、「咬みつく」という「問題行動」を誘発したことが考え

られます。さらに羽交い締めにされたことへの恐怖でパニックになり、居室に閉じ込められて

放置されることでさらに恐怖を増幅させてしまった可能性があります。 

 また、本人は職員に対して、「自分を不快なところに連れて行き、理由もなく羽交い締めに

し、それが嫌だと訴えると居室に閉じ込める怖い存在である」と認識してしまったかもしれま

せん。また、玄関に行くとそれが急に記憶に蘇り、パニックになるという、フラッシュバック

を起こさせてしまうことも懸念されます。 

 職員が本人の障害特性と環境要因を分析し、玄関に多くの利用者が集まってザワザワする

時間帯を避けて玄関に誘導し、靴をはいて出かけたり、玄関以外の出入り口から靴を履いて出

かけるなどの支援をすれば、「問題行動」を誘発しなくてもすみますし、他の利用者、職員、

なによりも本人にとって安心で楽しい時間を過ごすことができます。 

 行動障害のある人の「問題行動」に対して重要なことは、「問題行動」の背景にある「障害

特性」と「環境要因」の相互作用を明らかにして、「問題行動」を予防する支援をすることで

す。「問題行動」の背景を探るためには、日常の行動観察が重要になります。 

 

引用 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域移行・障害児支援室『障害者福

祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き』平成 24 年 9 月 

 

2、職員の基本的な心構え 

日々、利用者支援を行っている中では「慣れ」や「気のゆるみ」はどうしても起こり得るもの

です。高い人権意識を保ち続けるためには、簡単なチェックリストを用いて、定例ミーティング

などを活用し、定期的な振り返りの機会を設けることや、虐待の種類や内容を目に付くところに

掲示する等により、繰り返し職員に周知・徹底し続けることが必要です。 

○虐待を防止するために、事業所等で働く職員は、プロフェッショナルとして、常に高い人権意

識を持ち続けなければいけないこと。  

○職員は利用者にとってかけがえのない支援者であることを自覚し、利用者の立場に立った言動

を心がけなければいけないこと。  

○虐待に対する受け止め方は利用者によって様々で、利用者が虐待だと感じれば虐待とされる可

能性があることを、絶えず認識すること。  

○利用者との人間関係ができていると思い込まないこと。  

○職員の支援に利用者が不快感を示した場合は、同じことを繰り返さないこと。  

○利用者自身が心理的・肉体的苦痛を感じていても、それを訴えたり、拒否できない場合がある

ことを認識すること。  

○虐待や不適切と思われる支援について、職員同士で話し合うなど、お互いに高めあえる雰囲気

づくりに努めること。  

○被害を受けている利用者について見聞きした場合は、速やかに利用者の安全を確保した上で、

組織として対応を検討すること。  
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○虐待や不適切な支援があった場合、それを職員個人の資質の問題だけとして処理せず、組織と

してよりよい支援を検討する機会と位置づけること。  

 

3、リスクマネジメント 

一般に、１件の大きな事故の背景には 29 件の小さな事故（アクシデント）が、そのまた背景に

は 300 件のヒヤリ・ハット（実際には事故につながらなかったが、重大事故に至る可能性があっ

た事例）が存在するといわれています（ハインリッヒの法則）。リスクを把握するためには、幸い

にも事故や事件には至らなかったが、日常の支援においてヒヤリ・ハットした経験を検証し、今

後起こりうる事故のリスクを発見する事が大切で、その事が重大事故の防止につながります。不

適切な支援（行為）や虐待の防止にも活用していく必要があります。 

施設・事業所での虐待を未然に防止するためには、人権意識や支援技術の向上という職員一人

ひとりの努力とともに、組織として、安心、安全な質の高い支援を提供する姿勢を示さなければ

なりません。施設・事業所が利用者の人権を擁護する拠点であるという高い意識と、そのための

風通しの良い開かれた運営姿勢、職員と共に質の高い支援に取り組む体制づくりが求められます。 

障害者虐待防止法では、虐待が起きないよう未然の防止のための取り組みや、起こった場合の

措置や対応について規定していますが、虐待防止の前に利用者のニーズを充足し、望む生活に向

けた支援を行うことが基本です。環境を変えることによって行動障害が軽減し、そのことが結果

的に虐待防止につながることもあります。 

 権利侵害を許さない施設・事業所とするためには、職員一人ひとりが日頃の支援行為を振り返

り、職員相互にチェックし、小さな出来事から虐待の芽を摘むことが重要です。そのために、倫

理綱領や行動指針を意識した仕事を行う必要があります。しかし、倫理綱領や行動指針が形骸化

しては意味がありません。倫理綱領や行動指針は仕事の使命と価値の共有とも言えます。利用者

のニーズに基づき支援するという原点に立ち戻り、常に自らの支援姿勢の根拠とするよう再確認

することが必要です。 

 

 

◇身体拘束について 

 障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当す

る行為とされています。「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営

に関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならないとされてい

ます。身体拘束の廃止は、虐待防止において欠くことのできない取り組みといえます。 

 

1、身体拘束とは 

身体拘束の具体的な内容としては、以下のような行為が該当すると考えられます。 

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の

機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 
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⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車

いすテーブルをつける。 

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

※参考「身体拘束ゼロへの手引き」（平成 13 年 3 月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」） 

 

 緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは十分に対応できないような、一時的な事態に

限定されます。当然のことながら、安易に緊急やむを得ないものとして身体拘束を行わないよう

に、慎重に判断することが求められます。さらに、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その

様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記

録しなければならないとされています。 

 

2、やむを得ず身体拘束を行う場合の 3要件 

①切迫性 

 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

が要件となります。切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に

与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利用者本人等の生命

又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。 

②非代替性 

 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。非代替性

を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、利用者

本人等の生命又は身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数職員で

確認する必要があります。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態像等に応じて最も制

限の少ない方法を選択する必要があります。 

③一時性 

 身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性を判断する場合には、

本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があります。 

 

 なお、以上の３要件の全てに当てはまる場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ

慎重に行う必要があります。 

 

3、身体拘束の恒常化 

行動障害のある利用者が興奮して他の利用者に危害を加える事や、自分自身の顔面を強く叩き

続けるなどの行為があるときには、やむを得ず利用者を居室に隔離したり、身体を押さえたりす

るなどの行動制限を行わざるを得ない場面があるかもしれません。しかし、職員の行動障害に対

する知識や支援技術が十分でない場合、対応方法が分からずに行動制限をすることに頼ってしま

うことも起こります。行動制限をすることが日常化してしまうと「切迫性」「非代替性」「一時性」
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のいずれも該当しなくなり、いつの間にか身体的虐待を続けている状態に陥っていたということ

にもなりかねません。行動制限を繰り返していると、本人の自尊心は傷つき、抑えつける職員や

抑えつけられた場面に対して恐怖や不安を強く感じるようになってしまいます。このような人や

場面に対しての誤った学習を繰り返した結果、さらに強い「問題行動」につながり、それをさら

に強い行動制限で対処しなくてはならないという悪循環に陥ってしまいます。 

職員の行動障害に対する知識や支援技術を高め、行動制限や身体拘束の解消に向けての道筋を

明確にして、職員全体で支援の質の向上に取り組む事が施設での障害者虐待を防止することにつ

ながり、支援の質の向上にもつながります。 

 

○身体拘束は常に虐待と隣り合わせ 

１利用者の障害特性から身体拘束は絶対に必要だ、という思い込み 

２身体拘束がなければ利用者の突発的な行為に対応できない、利用者の安全は確保できない、と

いう思い込み 

３問題の解決策は身体拘束しかないという考え 

４この身体拘束は本当に必要なのか、という視点の欠如 

５身体拘束の手続きを踏んでいるから許される、という思い込み 

 

 

◇支援のアドバイス 

1、アセスメント 

利用者の障害特性や個別的なニーズを把握するためにはアセスメントが重要です。アセスメン

トは支援の基本となります。特に以下の点が重要な項目となります。 

ａ．好きなこと苦手なこと 

ｂ．得意なこと・強みと弱み 

ｃ．コミュニケーションレベル（表現性コミュニケーション、受容性コミュニケーション） 

ｄ．ひとつひとつの場面や状況をどのように理解しているのか？ 

ｅ．「何が」わからないのか？ 

ｆ．どのような刺激に敏感又は鈍感か 

ｇ．健康上の課題、合併する障害 

 

2、真のニーズに基づいた支援 

 障害のある人への支援で大切なことは、問題行動の防止と行動改善という問題行動に焦点を絞

った支援だけではなく、それぞれの利用者の強みや長所など、よりポジティブな面を探り出し、

そこから真のニーズを発見して、その実現に向けた QOL の向上のための支援を進めることにあり

ます。 

 コラム②で示した利用者の場合、「ザワザワした騒がしい場面が苦手」ですので、本人が不快を

感じなくて済む静かな居住環境の支援や、見通しを持って生活できるように本人が理解できるス

ケジュール表を作成して、それを手がかりに活動ができるように支援することなどが重要です。

そのことで、本人がいつも職員に指示されるのではなく、自分で自律的に生活をおくることがで

きることにより自尊心が育ち、エンパワメントに結びつきます。 
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 また、本人のコミュニケーション能力や特性に合わせて、「写真」や「文字」「絵」などによる

「コミュニケーションカード」を導入することで、本人が気持ちや要求を伝えたときに他者が理

解しやすくなり、相互のコミュニケーションが成立することで暮らしやすくなり、生活の質が向

上します。さらに、環境を構造化することで、環境の意味が理解しやすくなります。 

  

3、わかりやすい環境の支援 

 環境をわかりやすくする手法の一つに「構造化」があります。状況がわかりにくい人に対して

わかりやすい場面を用意して、意味のわかる状況を作れば適切な行動ができるという「構造化」

の考え方は、自閉症の人だけでなく、重度の知的障害者にも有効です。 

 「構造化」では、「①いつ ②どこで ③なにを ④どのくらい ⑤どのように ⑥終わったら

次は何」の 6 つの情報を伝えなければなりません。この 6 つの情報をわかりやすくするために 4 

つの「構造化」を図ります。 

 

①時間の構造化 

 「いつ」「どこで」「なにを」という情報を、文字や絵、写真など、または実物等、一人ひとりの

理解レベルに応じてスケジュールを提示します、また、提示の範囲も、1 日単位から半日単位、次

の予定のみ等、利用者の理解度によって提示します。スケジュールの意味理解ができてくると、

変化が苦手な人でも、予めスケジュールカードを差し替えることで混乱なく受け入れることがで

きるようになります。このように本人が理解できるスケジュールを提示することで「見通し」を

持ってもらうことがきるようになります。 

 

文字と絵によるスケジュール提示 声の大きさも視覚化 

 

文字と写真によるスケジュール提示の例 

 

実物を使ったスケジュールの例 

 

② 空間の構造化 

 「どこで」「なにを」を伝えます。テープやパーテーションなどで境界線を作り、活動場所を視

覚的にわかりやすくします。利用者の中には、情報が多いと混乱する場合があるので、刺激にな

るような物は予めとりのぞいておくとわかりやすくなります。 

 また、一つの場所を多目的に使用すると混乱しますので、例えば、作業をするところはワーク

エリア、おやつはフードエリア、遊びはプレイエリアというように場所と活動を一致させると利

用者にとってわかりやすくなります。 
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パーテーションを使った境界線の例 

 

③ 手順の構造化 

 課題の作業手順等について、「なにを」「どのくらい」「終わったら次は何」ということが分かる

ように、左から右、上から下の順で、色や数字、○や△等の図形をマッチングすることにより、

視覚的にわかりやすく整理します。 

 

写真カードを使った手順と場所のマッチングの例 

 

④ 材料の構造化 

 課題で扱う材料の組み立て方等について、手順書、指示書によって「どのように」をわかりや

すく、視覚的に伝えます。プラモデルの設計図に当たるようなものです。また、サボタージュ場

面（例えば、あえて材料の一部を抜いておくこと）により、適切な要求の方法を支援することも

できます。 

 

写真を手掛かりにした肉まんを電子レンジで調理する手順書 

 

 

コラム③ ～この『心得』をどう使うのか？～           理事長 宮内眞治 

 

 くるみ会の『虐待防止の心得』は、こうして、冊子となって皆さんの前にあります。この

中身を熟読し、理解し、活用していきたいものです。ただその時、一つだけ確認していきた

いことがあります。それはこの「心得」へのスタンスとも言うべきものです。 

 この「虐待防止の心得」は、一部は考え方や用語の説明、一部はある種のマニュアルとな

っています。どちらにしても、これこれこういうことを考え、注意し、守っていきましょう

という性質をもった文書になっています。ただ、わたしたち、対人援助の仕事に携わってい

るものにとって、この種の説明やマニュアルは、ただそれを覚えて手順通りにやればいいも

のではありません。ましてや、朝みんなで唱和して浸透を図るようなものでもありません。

人とかかわり、人を援助し、人とのあいだで互いに変容が生じる、そのプロセスに不断にか

かわる・この分野においては、つねに、自分だけの、自分なりの答を持つように促されてい

ます。どんなに「心得」に良いことや正しいことが書かれていても、この自分は、これをこ

のように受け取り、このように使い、このようにそっと違和感をもち、このようにまだ困難

を抱えていて、このようにここを抜けていきたい…と思い、考え、試していく必要がありま

す。そして、この「この自分は」というところに、この仕事への自分の内的な動機や、自分

のいままでの来歴を含めた・誰とも替えようのない自分があるわけですから、そこでの答は、

その意味では自分だけに責任があるのです。でもそれはもちろん、自分だけの勝手な思いに

閉じこもっていくことではありません。答はつねにオープンにされ、様々な違う立場、違う
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理屈、違う手法、違う境遇からの答と交わっていかなければならないのです。 

 「倫理」というと堅苦しい言葉ですが、ここで述べた「自分なりの答」への努力こそ、あ

なたの、職業的かつ人間的な「倫理」になっているでしょう。 

 以上のように、この「心得」は、例えば会計処理のようなタイプのマニュアルとはだいぶ

違う性質をもっているわけで、こうした性質をふまえながら活用をこころがけてください。 

 

※この「障害者虐待防止法」ができる前も、残念なことに多くの施設で虐待の事案が発生してき

たので、それを統御する各自治体は、それぞれ自分たちの虐待防止のための冊子や資料やマニュ

アルを作って対応してきました。ここであげた「虐待発生のメカニズム」「身体拘束について」の

項目も、それらの考え方や文章を参考にしました。（例えば、神奈川県保健福祉局福祉・次世代育

成部 障害サービス課『障害児者の人権をまもる－虐待防止のために－』、平成 22 年 4 月） 

 

◇終わりに 

この心得を再度点検している過程であらためて関係の優位性を考えているとき、児童福祉、障碍

福祉、高齢福祉のそれぞれの法体系、制度の存在があり、職員としてその法体系に則り利用者支

援に従事するという意味でのルールに縛られてしまうことが浮かび上がります。 

 これまで職員との関係の優位性については、乗り越える手立ての道筋を作りつつありますが、同

時に施設という建物を作り、利用者を集めて支援するといった形そのものも、関係の優位性をも

たらしているのではないかという課題。このような枠組みから生み出される集団で動かざるをえ

ない制約、同時に個別性を伴う支援の両立の葛藤があると思われます。 

社会的な立場と環境を考えるとき、どうやったら関係の優位性を乗り越えてゆけるのでしょうか。

この心得が、こどもや高齢者、障碍のある人だけにとどまらず、関係する人たちが互いの連続性

の中で生きてゆく事を私たちが認識し、さらに深化していくことを目指したいと思います。 
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資料編 

 

○倫理網領 

 

倫 理 綱 領 

財団法人 日本知的障害者福祉協会  

前 文 

  知的障害のある人たちが、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるよう

に支援することが、私たちの責務です。そのため、私たちは支援者のひとりとして、確固た

る倫理観をもって、その専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。 

ここに倫理綱領を定め、私たちの規範とします。 

 

１．生命の尊厳 

  私たちは、知的障害のある人たちの一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にしま

す。 

２．個人の尊厳 

  私たちは、知的障害のある人たちの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊び

ます。 

３．人権の擁護 

  私たちは、知的障害のある人たちに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人

としての権利を擁護します。 

４．社会への参加 

  私たちは、知的障害のある人たちが、年齢、障害の状態などにかかわりなく、社会を構成

する一員としての市民生活が送れるよう支援します。 

５．専門的な支援 

  私たちは、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑚を重ね、知的障害のある人たち

の一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。 
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○行動指針 

職員行動指針 

 社会福祉法人ル・プリは、職員一人ひとりが組織の一員として、自らの行動に責任と自覚を

確立するため、「社会福祉法人ル・プリ職員行動の指針」を定め、法人内外に示します。  

 社会福祉法人ル・プリのすべての職員は、この行動の指針の遵守に努めることとし、殊に管

理・監督する立場にある者は、自らが模範となるよう率先して実行に努めます。  

 

１．【社会的ルールの遵守（コンプライアンス）の徹底】  

  社会福祉法人ル・プリは、関係法令、法人の定めた諸規程はもとより、法人の理念や社会

的ルールの遵守を徹底します。  

２．【環境保全・安全衛生の推進】  

  社会福祉法人ル・プリは、地球的規模の環境破壊が進む中で、その抑止に日ごろから関心

を持ち、取り組みます。  

  利用者や地域の方と共に職場及び地域の環境保全と安全衛生に積極的に取り組みます。  

３．【社会貢献の推進】  

  社会福祉法人ル・プリは、地域や社会に根ざした法人であるために、社会貢献活動を行い

ます。  

４．【人権の尊重】  

  社会福祉法人ル・プリは、差別のない公平な法人であるために、互いの個性や違いを積極

的に認め合い一人ひとりが平等であるという考えの下に行動します。  

５．【プライバシーの保護】  

  社会福祉法人ル・プリは、プライバシーの保護に最大限の努力をします。  

６．【個人情報の保護と管理】  

  社会福祉法人ル・プリは、個人情報保護法等に基づき、個人情報の適正な取扱いを行いま

す。  

７．【公正･公平な取引の推進】  

  社会福祉法人ル・プリは、公正且つ公平で健全な取引を行います。  

８．【行政機関等との関係】  

  社会福祉法人ル・プリは、自立した法人として行政機関と対等且つ健全な関係を保持しま

す。  

９．【説明責任（アカウンタビリティー）の徹底】  

  社会福祉法人ル・プリは、利用者やその家族・後見人等に提供するサービスや関連する情

報について、適切に説明する努力や工夫を行います。また地域の理解と信頼を高めるため

に地域とのコミュニケーションを図ると共に、適切な情報開示、情報提供に努め、説明責

任を果たします。  

10．【危機管理（リスクマネジメント）の徹底】  

  社会福祉法人ル・プリは、「社会福祉法人ル・プリ事故防止マニュアル」に基づき、常に

安全性に配慮したサービスの提供と事故防止に努めます。 
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○虐待防止チェックリスト 職員用（入所施設） 

１. 入所者ヘの体罰など 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①入所者に対して殴る、蹴る、その他けがをさせるような行為を行ったことがある。     

②入所者に対して、身体的拘束や長時間正座・直立等の肉体的苦痛を与えたことがある。     

③入所者に対して、食事を抜くなどの人問の基本的欲求に関わる罰を与えたことがある。     

④入所者に対して、強制的に髪を切るなどの精神的苦痛を与えたことがある。     

⑤入所者に対する他の職員の体罰を容認したことがある。     

２. 入所者ヘの差別 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①入所者を子ども扱いするなど、その人の年齢にふさわしくない接し方をしたことがある。     

②入所者の障がいの程度、状態、能力、性、年齢等で差別したことがある。     

③障がいにより克服困難なことを、入所者本人の責めに帰すような発言をしたことがある。     

④入所者の言葉や歩き方等の真似をしたことがある。     

⑤入所者の行為を嘲笑したり、興昧本位で接したことがある。     

３.入所者に対するプライバシーの侵害 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①職務上知り得た入所者個人の情報を他に漏らしたことがある。     

②入所者の同意を事前に得ることなく、郵便物等の開封、所持品を確認したことがある。     

③入所者の了解なしに居室、寝室に入ったことがある。     

④・a(男性職員が)女性入所者の入浴、衣服の着脱、排泄、生理等の介助をしたことがある。     

④・ｂ(女性職員が)男性入所者の入浴、衣服の着脱、排泄等の介助をしたことがある。     

⑤入所者本人や家族の了解を得ずに、本人の写真や制作した作品を展示したことがある。     

４. 入所者の人格無視 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①入所者を呼び捨てやあだ名、子どものような呼称で呼んだことがある。     

②入所者に対して、威圧的な態度や命令口調で話したことがある。     

③入所者の訴えに対して、無視や拒否をするような行為をしたことがある。     

④入所者を長時間待たせたり、放置したりしたことがある。     

⑤担当専門医の指示によらず職員自らの判断で薬物を使用したことがある。     

５. 入所者ヘの強要制限 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①入所者に対して、わいせつな発言や行為をしたことがある。     

②入所者の作業諸活動に対して、いたずらにノルマを課したことがある。     

③入所者に嫌悪感を抱かせるような作業・訓練などを強要したことがある。     

④日用品等の購入を制限したことがある。     

⑤家族・友人等ヘの電話や手紙など連絡を制限したことがある。     

⑥自由な帰省、面会、外出を一方的に制限したことがある。     
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○虐待防止チェックリスト 職員用（通所施設） 

１．通所者ヘの体罰など 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①通所者に対して殴る、蹴る、その他けがをさせるような行為を行ったことがある。     

②通所者に対して、身体的拘束や長時間正座. 直立等の肉体的苦痛を与えたことがある。     

③通所者に対して、食事・おやつを抜くなどの人問の基本的欲求に関わる罰を与えたことが

ある。 

    

④通所者に対する他の職員の体罰を容認したことがある。     

２．通所者ヘの差別 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①通所者を子ども扱いするなど、その人の年齢にふさわしくない接し方をしたことがある。     

②通所者の障がいの程度、状態、能力、性、年齢等で差別したことがある。     

③障がいにより克服困難なことを、通所者本人の責めに帰すような発言をしたことがある。     

④通所者の言葉や歩き方等の真似をしたことがある。     

⑤通所者の行為を嘲笑したり、興味本位で接したことがある。     

３．通所者に対するプライバシーの侵害 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①職務上知り得た通所者個人の情報を他に漏らしたことがある。     

②通所者の同を事前に得ることなく、所持品等を確認したことがある。     

③.a(男性職員が) 女性通所者の衣服の着脱、排泄、生理等の介助をしたことがある。     

③・ｂ(女性職員が) 男性通所者の衣服の着脱、排泄等の介助をしたことがある。     

④通所者本人や家族の了解を得ずに、本人の写真や制作した作品を展示したことがある。     

４．通所者の人格無視 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①通所者を呼び捨てやあだ名、子どものような呼称で呼んだことがある。     

②通所者に対して、威圧的な態度や命令口調で話したことがある。     

③通所者の訴えに対して、無視や拒否をするような行為をしたことがある。     

④通所者を長時間待たせたり、放置したりしたことがある。     

⑤担当専門医の指示によらず職員自らの判断で薬物を使用したことがある。     

５．通所者ヘの強要制限 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①通所者に対して、わいせつな発言や行為をしたことがある。     

②通所者の作業諸活動に対して、いたずらにノルマを課したことがある。     

③通所者に嫌悪感を抱かせるような作業訓練などを強要したことがある。     

④家族友人等ヘの電話や手紙など連絡を制限したことがある。     
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○虐待防止チェックリスト 施設用 

１．規定、マニュアルやチェックリスト等の整備 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①倫理綱領、職員行動規範を定め、職員ヘの周知ができている。     

②虐待防止マニュアルやチェックリスト等について、職員に周知徹底すると共に活用してい

る。 

    

③緊急やむを得ない場合の身体的拘束等の手続き、方法を明確にし、利用者や家族に事前

に説明を行い、伺意を得ている。 
    

④個別支援計画を作成し、適切な支援を実施している。     

⑤利用者の家族らから情報開示を求められた場合は、いつでも応じられるようにしている。     

２．風通しの良い職場環境づくりと職員体制 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①職員会議等で情報の共有と職員問の意思疎通が図られている。     

②上司や職員間のコミュニケーションが図られている。     

③適正な職員配置ができている。     

３．職員ヘの意識啓発と職場研修の実施 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①職員ヘの人権等の意識啓発が行われている。     

②職場での人権研修等が開催されている。     

③職員の自己研さんの場が設けられている。     

４．利用者の家族との連携 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①利用者の家族等と定期的に連絡調整が図られている。     

②利用者の家族と支援目標が共有できている。     

③職員として利用者の家族から信頼を得られている。     

５．外部からのチェック 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①虐待の防止や権利擁護について、外部の専門家らによる職員の評価、チェックを受けて

いる。 
    

②施設事業所の監査においで、虐待防止に関わるチェック等を実施している。     

③地域ボランティアの受け入れを積極的に行っている。     

④実習生の受け入れや職場見学を随時受けている。     

６．苦情、虐待事案ヘの対応等の体制整備 
よく 

ある 

時々 

ある 

たまに 

ある 

ない 

①虐待防止に関する責任者を定めている。     

②虐待防止や権利擁護に関する委員会を施設内に設置している。     

③職員の悩みを相談できる相談体制を整えている。     

④施設内で虐待事案の発生時の対処方法、再発防止策等を具体的に文章化している。     

※チェック後は、結果を振り返る事が大切です。課題を見つけて解決・改善につなげることが、

チェックの最大の目的です。 

※参考資料  

「知的障害者施設の人権擁護ハンドブック 2008 年版」鹿児島県知的障害者福祉協会、2008 年  

「障害者虐待防止の手引き(チェックリスト)」全国社会福祉協議会・障害者の虐待防止に関する

検討委員会、2009 年 

 



- 24 - 

 

児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号） 

最終改正：平成十九年六月一日法律第七十三号 

（目的） 

第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に

重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんが

み、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国

及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定める

ことにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資するこ

とを目的とする。 

（児童虐待の定義） 

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をい

う。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人

による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠

ること。 

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対

する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

（児童に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受け

た児童の保護及び自立の支援（児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。

第三項及び次条第二項において同じ。）並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促

進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をし

た適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強

化、民間団体の支援、医療の提供体制の整備その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備

に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職

員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、

その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき

適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職

員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の

向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼ
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す影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならな

い。 

５ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例

の分析を行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケ

ア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職

員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調

査研究及び検証を行うものとする。 

６ 児童の親権を行う者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を有

するものであって、親権を行うに当たっては、できる限り児童の利益を尊重するよう努めなけれ

ばならない。 

７ 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められてい

ることに留意しなければならない。 

（児童虐待の早期発見等） 

第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、

児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐

待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童

の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 

３ 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発

に努めなければならない。 

（児童虐待に係る通告） 

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県

の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福

祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

２ 前項の規定による通告は、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十五条の規定

による通告とみなして、同法の規定を適用する。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規

定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 

第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告

を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相

談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項で

あって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

（通告又は送致を受けた場合の措置） 

第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたと

きは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員

その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置

を講ずるとともに、必要に応じ次に掲げる措置を採るものとする。 

一 児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号

の規定により当該児童を児童相談所に送致すること。 

二 当該児童のうち次条第一項の規定による出頭の求め及び調査若しくは質問、第九条第一項の
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規定による立入り及び調査若しくは質問又は児童福祉法第三十三条第一項 若しくは第二項の規

定による一時保護の実施が適当であると認めるものを都道府県知事又は児童相談所長へ通知する

こと。 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 

若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号 の規定による送致を受けたときは、児童相談所

長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当

該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずるとともに、必要に応じ

同法第三十三条第一項の規定による一時保護を行うものとする。 

３ 前二項の児童の安全の確認を行うための措置、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、

速やかにこれを行うものとする。 

（出頭要求等） 

第八条の二 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該児童

の保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事

務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、そ

の身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければなら

ない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該児童の保護者の出頭を求めようとするときは、厚生

労働省令で定めるところにより、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出

頭を求める日時及び場所、同伴すべき児童の氏名その他必要な事項を記載した書面により告知し

なければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の保護者が同項の規定による出頭の求めに応じない場合は、次条第

一項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質

問その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（立入調査等） 

第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は

児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又

は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係

者の請求があったときは、これを提示させなければならない。 

２ 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又

は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する

職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五 の規定を適用する。 

（再出頭要求等） 

第九条の二 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当

な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は

調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認める

ときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉

に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合にお

いては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させな

ければならない。 

２ 第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。 
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（臨検、捜索等） 

第九条の三 都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は第九条第一項の児童の保護者が前

条第一項の規定による出頭の求めに応じない場合において、児童虐待が行われている疑いがある

ときは、当該児童の安全の確認を行い又はその安全を確保するため、児童の福祉に関する事務に

従事する職員をして、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は

簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、当該児童の住所若しくは居所に臨検させ、

又は当該児童を捜索させることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による臨検又は捜索をさせるときは、児童の福祉に関する事務

に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の許可状（以下「許可状」という。）を請求する場合においては、児

童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児

童が現在すると認められる資料並びに当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は

調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前条第一項の規定による出頭の求めに応じなかったこ

とを証する資料を提出しなければならない。 

４ 前項の請求があった場合においては、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、

臨検すべき場所又は捜索すべき児童の氏名並びに有効期間、その期間経過後は執行に着手するこ

とができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名

押印した許可状を都道府県知事に交付しなければならない。 

５ 都道府県知事は、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付して、第一項の規

定による臨検又は捜索をさせるものとする。 

６ 第一項の規定による臨検又は捜索に係る制度は、児童虐待が保護者がその監護する児童に対

して行うものであるために他人から認知されること及び児童がその被害から自ら逃れることが困

難である等の特別の事情から児童の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることに

かんがみ特に設けられたものであることを十分に踏まえた上で、適切に運用されなければならな

い。 

（臨検又は捜索の夜間執行の制限） 

第九条の四 前条第一項の規定による臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の

記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 

２ 日没前に開始した前条第一項の規定による臨検又は捜索は、必要があると認めるときは、日

没後まで継続することができる。 

（許可状の提示） 

第九条の五 第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索の許可状は、これらの処分を受ける者

に提示しなければならない。 

（身分の証明） 

第九条の六 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若

しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問（以下「臨検等」という。）をするとき

は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならな

い。 

（臨検又は捜索に際しての必要な処分） 

第九条の七 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又
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は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。 

（臨検等をする間の出入りの禁止） 

第九条の八 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等をする間は、何人に対しても、

許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。 

（責任者等の立会い） 

第九条の九 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又

は捜索をするときは、当該児童の住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表

者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。）又は同居の親族で成年に達した者を立ち会

わせなければならない。 

２ 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で

成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合に

おいて、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在

地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、第九条第一項の規定

による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様

とする。 

２ 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点か

ら、必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の

安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務

の執行を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法

令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

（調書） 

第十条の二 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又

は捜索をしたときは、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人

に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印を

せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

（都道府県知事への報告） 

第十条の三 児童の福祉に関する事務に従事する職員は、臨検等を終えたときは、その結果を都

道府県知事に報告しなければならない。 

（行政手続法の適用除外） 

第十条の四 臨検等に係る処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章の規

定は、適用しない。 

（不服申立ての制限） 

第十条の五 臨検等に係る処分については、行政不服審査法（昭和三十七年法律第百六十号）に

よる不服申立てをすることができない。 

（行政事件訴訟の制限） 

第十条の六 臨検等に係る処分については、行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）

第三十七条の四 の規定による差止めの訴えを提起することができない。 
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（児童虐待を行った保護者に対する指導等） 

第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行

われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活

するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 

２ 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合

においては、当該保護者は、同号の指導を受けなければならない。 

３ 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に

対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わない場合において

必要があると認めるときは、児童福祉法第三十三条第二項 の規定により児童相談所長をして児童

虐待を受けた児童に一時保護を加えさせ又は適当な者に一時保護を加えることを委託させ、同法

第二十七条第一項第三号 又は第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ず

るものとする。 

５ 児童相談所長は、第三項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従わず、その監護す

る児童に対し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じて、適

切に、児童福祉法第三十三条の六の規定による請求を行うものとする。 

（面会等の制限等） 

第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置（以下「施

設入所等の措置」という。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一

時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要が

あると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合

における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、厚生労働省令で定めるところ

により、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限すること

ができる。 

一 当該児童との面会 

二 当該児童との通信 

２ 前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨

を児童相談所長に通知するものとする。 

３ 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定によるもの

に限る。）が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた

場合において、当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとす

れば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、

又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該

児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。 

第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法第二十八条の規定

によるものを除く。以下この項において同じ。）が採られた場合において、当該児童虐待を行った

保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにも

かかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が前条第一項の規定によ

る制限に従わないことその他の事情から当該児童について当該施設入所等の措置を採ることが当

該保護者の意に反し、これを継続することが困難であると認めるときは、児童相談所長は、次項



- 30 - 

 

の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項の規定により当該児童に一時保護を行うことが

できる。 

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一

項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県

知事に報告しなければならない。 

第十二条の三 児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項 の規定により児童虐待を受けた児

童について一時保護を行っている場合（前条第一項の一時保護を行っている場合を除く。）におい

て、当該児童について施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った

保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにも

かかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定

による制限に従わないことその他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採ることが当

該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、

同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければなら

ない。 

第十二条の四 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置（児童福祉法

第二十八条 の規定によるものに限る。）が採られ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児

童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、

児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、厚生労

働省令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住

所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児

童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当該児童が

日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。）の付近をはいかいしてはならない

ことを命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する場合において、引き続き児童虐待の防止及び児童虐待を受

けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、六月を超えない期間を定めて、同項の規

定による命令に係る期間を更新することができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による命令をしようとするとき（前項の規定により第一項の

規定による命令に係る期間を更新しようとするときを含む。）は、行政手続法第十三条第一項の規

定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 

４ 第一項の規定による命令をするとき（第二項の規定により第一項の規定による命令に係る期

間を更新するときを含む。）は、厚生労働省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければな

らない。 

５ 第一項の規定による命令が発せられた後に児童福祉法第二十八条 の規定による施設入所等

の措置が解除され、停止され、若しくは他の措置に変更された場合又は第十二条第一項の規定に

よる制限の全部又は一部が行われなくなった場合は、当該命令は、その効力を失う。同法第二十

八条第四項 の規定により引き続き施設入所等の措置が採られている場合において、第一項の規定

による命令が発せられたときであって、当該命令に係る期間が経過する前に同条第二項の規定に

よる当該施設入所等の措置の期間の更新に係る承認の申立てに対する審判が確定したときも、同

様とする。 

６ 都道府県知事は、第一項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったと認
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めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その命令を取り消さなければならない。 

（施設入所等の措置の解除） 

第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当

該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の措置が採られた場合において、当

該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者につい

て同号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し

採られた当該指導の効果、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られ

る措置について見込まれる効果その他厚生労働省令で定める事項を勘案しなければならない。 

（児童虐待を受けた児童等に対する支援） 

第十三条の二 市町村は、児童福祉法第二十四条第三項の規定により保育所に入所する児童を選

考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしな

ければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受け

られるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければ

ならない。 

３ 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた

者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の三 地方公共団体の機関は、市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童

相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境

その他児童虐待の防止等に係る当該児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提

供を求められたときは、当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事

務所の長又は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用

し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、当

該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者その他の関

係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

（都道府県児童福祉審議会等への報告） 

第十三条の四 都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項 に規定する都道府県児童福祉審議会

（同条第一項 ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会）に、第九条第一項

の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた同法第三

十三条第一項又は第二項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及

ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報告しなければならない。 

（親権の行使に関する配慮等） 

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければな

らない。 

２ 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の

親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 

（親権の喪失の制度の適切な運用） 

第十五条 民法（明治二十九年法律第八十九号）に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防

止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 
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（大都市等の特例） 

第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自

治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都市」

という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）並びに児

童福祉法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところに

より、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市（以下「指定都市等」という。）が処理する

ものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規

定として指定都市等に適用があるものとする。 

（罰則） 

第十七条 第十二条の四第一項の規定による命令（同条第二項の規定により同条第一項の規定に

よる命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。）に違反した者は、一年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処する。 

附 則（平成一九年六月一日法律第七三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁

護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的拡充に

係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方

策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他

必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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平成十七年法律第百二十四号 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

目次 

第一章 総則（第一条―第五条） 

第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等（第六条―第十九条） 

第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等（第二十条―第二十五条） 

第四章 雑則（第二十六条―第二十八条） 

第五章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高

齢者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に

関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、養護者の負担の軽減

を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援（以下「養護者に対

する支援」という。）のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、養護者に対する支

援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

（定義等） 

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。 

２ この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等（第

五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。

以下同じ。）以外のものをいう。 

３ この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待をいう。 

４ この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 

一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ

又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与

える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不

当に財産上の利益を得ること。 

５ この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する

行為をいう。 

一 老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは

同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十七項に規定する介護老人

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-Ch_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-Ch_2
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_6
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_19
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-Ch_3
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_20
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_25
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-Ch_4
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_26
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_28
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-Ch_5
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_29
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#Mp-At_30
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC1000000124_20220617_504AC0000000068#417AC1000000124-Sp
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福祉施設、同条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院

若しくは同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター（以下「養介護施設」

という。）の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高

齢者について行う次に掲げる行為 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上

の義務を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与

える言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項

に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十四

項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業、同条

第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十六項に規定する介護予防

支援事業（以下「養介護事業」という。）において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサ

ービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為 

６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事

業に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条

第一号に規定する障害者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高

齢者虐待に関する規定を適用する。 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第三条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切

な保護及び適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体

の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護

者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材

の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

３ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するた

め、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓

発活動を行うものとする。 

（国民の責務） 

第四条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとと

もに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協

力するよう努めなければならない。 

（高齢者虐待の早期発見等） 

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設

従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発

見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。 
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２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び

高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。 

第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等 

（相談、指導及び助言） 

第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。 

（養護者による高齢者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命

又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者

は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規

定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

第八条 市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を

受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項で

あって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者によ

る高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該

通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町

村と連携協力する者（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議を行うも

のとする。 

２ 市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する

届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止

及び当該高齢者の保護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危

険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二

十条の三に規定する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項若しく

は第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の

請求をするものとする。 

（居室の確保） 

第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一

項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るために必要な居室を

確保するための措置を講ずるものとする。 

（立入調査） 

第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生

じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置

する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当

該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 
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３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合

において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の

所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。 

２ 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切

に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体

の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援

助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定める

ところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

（面会の制限） 

第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十一条第一項第二号又

は第三号の措置が採られた場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養

護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を

行った養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対す

る相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るた

め緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保す

るための措置を講ずるものとする。 

（専門的に従事する職員の確保） 

第十五条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職員

を確保するよう努めなければならない。 

（連携協力体制） 

第十六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者

の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規

定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定により設置された地

域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。

この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に

配慮しなければならない。 

（事務の委託） 

第十七条 市町村は、高齢者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、第六条の規定によ

る相談、指導及び助言、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定

する届出の受理、同項の規定による高齢者の安全の確認その他通報又は届出に係る事実の確認の

ための措置並びに第十四条第一項の規定による養護者の負担の軽減のための措置に関する事務の

全部又は一部を委託することができる。 
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２ 前項の規定による委託を受けた高齢者虐待対応協力者若しくはその役員若しくは職員又はこ

れらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。 

３ 第一項の規定により第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第九条第一項に規定

する届出の受理に関する事務の委託を受けた高齢者虐待対応協力者が第七条第一項若しくは第二

項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出を受けた場合には、当該通報又は届出を受

けた高齢者虐待対応協力者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該

通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

（周知） 

第十八条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、第七条第一項若しくは第二項の規定によ

る通報又は第九条第一項に規定する届出の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、

養護者に対する支援等に関する事務についての窓口となる部局及び高齢者虐待対応協力者の名称

を明示すること等により、当該部局及び高齢者虐待対応協力者を周知させなければならない。 

（都道府県の援助等） 

第十九条 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連

絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。 

２ 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要がある

と認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。 

第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置） 

第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、

当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービス

の提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等

による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等） 

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護

施設又は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介

護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に従事する養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報し

なければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者

を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これ

を市町村に通報しなければならない。 

３ 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢

者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることが

できる。 

５ 第十八条の規定は、第一項から第三項までの規定による通報又は前項の規定による届出の受

理に関する事務を担当する部局の周知について準用する。 

６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの
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規定による通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを

妨げるものと解釈してはならない。 

７ 養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、

解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

第二十二条 市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定によ

る届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施

設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る

養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の

都道府県に報告しなければならない。 

２ 前項の規定は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の

指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市については、厚生労働省令で定める場

合を除き、適用しない。 

第二十三条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定

による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知

り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府

県が前条第一項の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員につい

ても、同様とする。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第二十四条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四項の

規定による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、市

町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することによ

り、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当

該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するもの

とする。 

（公表） 

第二十五条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施

設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表

するものとする。 

第四章 雑則 

（調査研究） 

第二十六条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な

対応方法、高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高

齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。 

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上

の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による高齢者の被害

について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介

し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関

係機関の紹介の実施を委託するものとする。 

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適
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切に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。 

（成年後見制度の利用促進） 

第二十八条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並

びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のた

めの措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成

年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。 

第五章 罰則 

第二十九条 第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。 

第三十条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢

者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

（検討） 

２ 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待

の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が

講ぜられるものとする。 

３ 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後三年

を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。 
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号) 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等（第七条―第十四条） 

第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等（第十五条―第二十条） 

第四章 使用者による障害者虐待の防止等（第二十一条―第二十八条） 

第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等（第二十九条―第三十一条） 

第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター（第三十 

二条―第三十九条） 

第七章 雑則（第四十条―第四十四条） 

第八章 罰則（第四十五条・第四十六条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び

社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者

に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等

の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者の負担の

軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の防止に資する支援（以下「養護者

に対する支援」という。）のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対す

る支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条

第一号に規定する障害者をいう。 

２ この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等に

よる障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。 

３ この法律において「養護者」とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等

及び使用者以外のものをいう。 

４ この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者自立支援法（平成十七年法律第百

二十三号）第五条第十二項に規定する障害者支援施設（以下「障害者支援施設」という。）若しく

は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十

一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

（以下「のぞみの園」という。）（以下「障害者福祉施設」という。）又は障害者自立支援法第五条

第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第十七項に規定する一般相談支援事業若しくは特

定相談支援事業、同条第二十五項に規定する移動支援事業、同条第二十六項に規定する地域活動

支援センターを経営する事業若しくは同条第二十七項に規定する福祉ホームを経営する事業その

他厚生労働省令で定める事業（以下「障害福祉サービス事業等」という。）に係る業務に従事する

者をいう。 

５ この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する事業主（当該障害者が派遣労働者（労働
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者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和六十年法

律第八十八号）第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。）である場合において当該

派遣労働者に係る労働者派遣（同条第一号に規定する労働者派遣をいう。）の役務の提供を受ける

事業主その他これに類するものとして政令で定める事業主を含み、国及び地方公共団体を除く。

以下同じ。）又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために

行為をする者をいう。 

６ この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 

一 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為 

イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障

害者の身体を拘束すること。 

ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 

ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与

える言動を行うこと。 

ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハ

までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

二 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不

当に財産上の利益を得ること。 

７ この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者

等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施 設を利用する障害者又は当該障害

福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する

行為をいう。 

一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障

害者の身体を拘束すること。 

二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 

三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著し

い心理的外傷を与える言動を行うこと。 

四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所し、その

他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの

提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護す

べき職務上の義務を著しく怠ること。 

五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。 

８ この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される障害者

について行う次のいずれかに該当する行為をいう。 

一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障

害者の身体を拘束すること。 

二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 

三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著し

い心理的外傷を与える言動を行うこと。 

四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者

による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。 
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五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。 

（障害者に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。 

（国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害

者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する支援を

行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その

他必要な体制の整備に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援

並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専

門的知識及び技術を有する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の

職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援

並びに養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済

制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるととも

に、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力

するよう努めなければならない。 

（障害者虐待の早期発見等） 

第六条 国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所掌する部局その他の関係機関は、障

害者虐待を発見しやすい立場にあることに鑑み、相互に緊密な連携を図りつつ、障害者虐待の早

期発見に努めなければならない。 

２ 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに

障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉

に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害

者虐待の早期発見に努めなければならない。 

３ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止のための啓発活動並びに

障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等 

（養護者による障害者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下この章

において同じ。）を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しな

ければならない。 

２ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定

は、前項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

第八条 市町村が前条第一項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合にお

いては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報

又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 
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（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者虐待を受

けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通報又は届出に係

る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第三十五条の規定により当該市町村と連携協力す

る者（以下「市町村障害者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議を行うものとする。 

２ 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通

報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護が図られ

るよう、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると

認められる障害者を一時的に保護するため迅速に当該市町村の設置する障害者支援施設又は障害

者自立支援法第五条第六項の厚生労働省令で定める施設（以下「障害者支援施設等」という。）に

入所させる等、適切に、身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十八条第一項

若しくは第二項又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三 十七号）第十五条の四若しくは第

十六条第一項第二号の規定による措置を講ずるものとする。この場合において、当該障害者が身

体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者（以下「身体障害者」という。）及び知的障害者福祉

法にいう知的障害者（以下「知的障害者」という。）以外の障害者であるときは、当該障害者を身

体障害者又は知的障害者とみなして、身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項又は知的

障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定を適用する。 

３ 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合には、当

該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及

び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五

年法律第百二十三号）第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判

の請求をするものとする。 

（居室の確保） 

第十条 市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第二項の措置を採るため

に必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（立入調査） 

第十一条 市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じ

ているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該障

害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合に

おいて、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該障害者の住所又は居所の所

在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。 

２ 市町村長は、障害者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、

前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は身体の
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安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助

するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めると

ころによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

（面会の制限） 

第十三条 養護者による障害者虐待を受けた障害者について第九条第二項の措置が採られた場合

においては、市町村長又は当該措置に係る障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長若しくは当

該措置に係る身体障害者福祉法第十八条第二項に規定する指定医療機関の管理者は、養護者によ

る障害者虐待の防止及び当該障害者の保護の観点から、当該養護者による障害者虐待を行った養

護者について当該障害者との面会を制限することができる。 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、

養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため

緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保する

ための措置を講ずるものとする。 

第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等 

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置） 

第十五条 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施設従事

者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用し、又は当

該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者及びその家族からの苦情の処理

の体制の整備その他の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置を講ずる

ものとする。 

（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等） 

第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、

速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ること

ができる。 

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報

（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解

釈してはならない。 

４ 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不

利益な取扱いを受けない。 

第十七条 市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害者福祉施設従事者等によ

る障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害者福祉

施設又は当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害福祉サービス事業等の事業所

の所在地の都道府県に報告しなければならない。 

第十八条 市町村が第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けた

場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって

当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が前条の規定によ



- 45 - 

 

る報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第十九条 市町村が第十六条第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届出を受

け、又は都道府県が第十七条の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、

障害者福祉施設の業務又は障害福祉サービス事業等の適正な運営を確保することにより、当該通

報又は届出に係る障害者に対する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止並びに当該障

害者の保護及び自立の支援を図るため、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）、障害者自立

支援法その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。 

（公表） 

第二十条 都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障害者福

祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を

公表するものとする。 

第四章 使用者による障害者虐待の防止等 

（使用者による障害者虐待の防止等のための措置） 

第二十一条 障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障害者及

びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措

置を講ずるものとする。 

（使用者による障害者虐待に係る通報等） 

第二十二条 使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これ

を市町村又は都道府県に通報しなければならない。 

２ 使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村又は都道府県に届け出ることがで

きる。 

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報

（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解

釈してはならない。 

４ 労働者は、第一項の規定による通報又は第二項の規定による届出（虚偽であるもの及び過失に

よるものを除く。）をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

第二十三条 市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたと

きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る使用者による障害者虐待に

関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければ

ならない。 

第二十四条 都道府県は、第二十二条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による届出又は

前条の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報、届出又

は通知に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業

所の所在地を管轄する都道府県労働局に報告しなければならない。 

第二十五条 市町村又は都道府県が第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定に

よる届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村又は都道府県の職員は、そ

の職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならな

い。都道府県が第二十三条の規定による通知を受けた場合における当該通知を受けた都道府県の

職員及び都道府県労働局が前条の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府



- 46 - 

 

県労働局の職員についても、同様とする。 

（報告を受けた場合の措置） 

第二十六条 都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長又

は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な労働条件及び

雇用管理を確保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者による障害者虐待の防止

並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、当該報告に係る都道府県との連携を図りつ

つ、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三 十

五年法律第百二十三号）、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二

号）その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。 

（船員に関する特例） 

第二十七条 船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員である障害者について行われ

る使用者による障害者虐待に係る前三条の規定の適用については、第二十四条中「厚生労働省令」

とあるのは「国土交通省令又は厚生労働省令」と、「当該使用者による障害者虐待に係る事業所の

所在地を管轄する都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、第二十

五条中「都道府県労働局」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関」と、前条中「都道府県

労働局が」とあるのは「地方運輸局その他の関係行政機関が」と、「都道府県労働局長又は労働基

準監督署長若しくは公共職業安定所長」とあるのは「地 方運輸局その他の関係行政機関の長」と、

「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律第百号）」

とする。 

（公表） 

第二十八条 厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害者虐待

があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。 

第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等 

（就学する障害者に対する虐待の防止等） 

第二十九条 学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校、同法第百

二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。）

の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深め

るための研修の実施及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、

就学する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該学校に就学する障害者に対する

虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。 

（保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等） 

第三十条 保育所等（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規定する

保育所若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業

務を目的とするもの（少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるもの

を除く。）又は就学前の子ども に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

十八年法律第七十七号）第七条第一項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。）の長は、保育

所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び

普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う

障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防

止するため必要な措置を講ずるものとする。 
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（医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等） 

第三十一条 医療機関（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院

又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。）の管理者は、医療機関の職員その他の関係

者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、医療機関を利

用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する

虐待に対処するための措置その他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため

必要な措置を講ずるものとする。 

第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター 

（市町村障害者虐待防止センター） 

第三十二条 市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置する施設

において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにする

ものとする。 

２ 市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項

に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受理する

こと。 

二 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障

害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。 

三 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。 

（市町村障害者虐待防止センターの業務の委託） 

第三十三条 市町村は、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、前条第二項

各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者

は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

３ 第一項の規定により第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通

報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に

よる届出の受理に関する業務の委託を受けた者が第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十

二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは

第二十二条第二項の規定による届出を受けた場合には、当該通報若しくは届出を受けた者又はそ

の役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させ

るものを漏らしてはならない。 

（市町村等における専門的に従事する職員の確保） 

第三十四条 市町村及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者虐

待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、障

害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に従

事する職員を確保するよう努めなければならない。 

（市町村における連携協力体制の整備） 

第三十五条 市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた障害者

の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉法に定める福

祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他関係機関、民間団体等との連携協力体制
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を整備しなければならない。この場合において、養護者による障害者虐待にいつでも迅速に対応

することができるよう、特に配慮しなければならない。 

（都道府県障害者権利擁護センター） 

第三十六条 都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設置する

施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たすよう

にするものとする。 

２ 都道府県障害者権利擁護センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理すること。 

二 この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対

する情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。 

三 障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相談に応ずる

こと又は相談を行う機関を紹介すること。 

四 障害者虐待を受けた障害者の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。 

六 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。 

七 その他障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。 

（都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託） 

第三十七条 都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者（以下「都道府

県障害者虐待対応協力者」という。）のうち適当と認められるものに、前条第二項第一号又は第三

号から第七号までに掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者

は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

３ 第一項の規定により第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届出の受

理に関する業務の委託を受けた者が同条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届出

を受けた場合には、当該通報若しくは届出を受けた者又はその役員若しくは職員は、その職務上

知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

（都道府県等における専門的に従事する職員の確保） 

第三十八条 都道府県及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障害者

虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するために、

障害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これらの事務に専門的に

従事する職員を確保するよう努めなければならない。 

（都道府県における連携協力体制の整備） 

第三十九条 都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並

びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間団体等との連

携協力体制を整備しなければならない。 

第七章 雑則 

（周知） 

第四十条 市町村又は都道府県は、市町村障害者虐待防止センター又は都道府県障害者権利擁護セ

ンターとしての機能を果たす部局又は施設及び市町村障害者虐待対応協力者又は都道府県障害者
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虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局又は施設及び市町村障害者虐待対応協

力者又は都道府県障害者虐待対応協力者を周知させなければならない。 

（障害者虐待を受けた障害者の自立の支援） 

第四十一条 国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者が地域において自立した生活を円

滑に営むことができるよう、居住の場所の確保、就業の支援その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（調査研究） 

第四十二条 国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者がその心身に著しく重大な被害を

受けた事例の分析を行うとともに、障害者虐待の予防及び早期発見のための方策、障害者虐待が

あった場合の適切な対応方法、養護者に対する支援の在り方その他障害者虐待の防止、障害者虐

待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援のために必要な事項について

の調査及び研究を行うものとする。 

（財産上の不当取引による被害の防止等） 

第四十三条 市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不

当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引（以下「財産上の不当取引」という。）による障

害者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係

機関を紹介し、又は市町村障害者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による障害者の被害に係

る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。 

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、適切

に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二

十八条の規定により審判の請求をするものとする。 

（成年後見制度の利用促進） 

第四十四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及

び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見

制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずる

ことにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。 

第八章 罰則 

第四十五条 第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は

百万円以下の罰金に処する。 

第四十六条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは障害

者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体

制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、障害者を訪問

して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護

及び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途と
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して、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況

を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 

（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の一部改正） 

第三条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成十七年法律第百二

十四号）の一部を次のように改正する。第二条の見出しを「（定義等）」に改め、同条に次の一項

を加える。 

６ 六十五歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、又は養介護事業

に係るサービスの提供を受ける障害者（障害者基本法（昭和 四十五年法律第八十四号）第二条第

一号に規定する障害者をいう。）については、高齢者とみなして、養介護施設従事者等による高齢

者虐待に関する規定を適用する。 

（調整規定） 

第四条 この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第号）の施

行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第一項及び前条の規定

による改正後の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第二条第六項の

規定の適用については、これらの規定中「第二条第一号」とあるのは、「第二条」とする 


